
別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の

名 称 及 び 数 量 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方

の 氏 名 及 び 住 所 

随 意 契 約 に 係 る 

契 約 金 額 

随 意 契 約 に よ る 

こ と と し た 理 由 

その他必要な

事項（備考） 

吸収式冷凍機ポンプ 3 台

の整備（一式） 

⾧野赤十字病院 

事務部管財課 

⾧野県⾧野市 

若里五丁目 22 番 1 号 

2025年11月26日

TMES株式会社  

東京都港区芝浦4-13-

23 

￥6,600,000

契約業者は当該設備の設備管理委託業者であ

り、当該設備の性状を熟知し専門技術を有して

いることから、「契約の性質又は目的が競争を許さ

ない場合」に該当する。（日本赤十字社会計規

則36条第4項） 

 

連続自動照射レーザーシ

ステム（Saturn5 

Active）の購入 

（一式） 

⾧野赤十字病院 

事務部管財課 

⾧野県⾧野市 

若里五丁目 22 番 1 号 

2025年12月5日

アズサイエンス株式会社 

⾧野県松本市村井町西2

丁目3番35号 

￥6,160,000
入札不落後の随意契約交渉成立。 

（日本赤十字社会計規則施行細則第36条） 
 

電動リモートコントロールベ

ッド（KA-H7410A）の

購入（一式） 

⾧野赤十字病院 

事務部管財課 

⾧野県⾧野市 

若里五丁目 22 番 1 号 

2025年12月8日

株式会社上條器械店⾧

野支店  

⾧野県⾧野市栗田501-1 

￥2,321,000
入札不落後の随意契約交渉成立。 

（日本赤十字社会計規則施行細則第36条） 
 

ロックアーム(内視鏡用ホル

ダ FX-20）の購入 

（一式） 

⾧野赤十字病院 

事務部管財課 

⾧野県⾧野市 

若里五丁目 22 番 1 号 

2025年12月8日

株式会社上條器械店⾧

野支店  

⾧野県⾧野市栗田501-1 

￥3,421,000
入札不落後の随意契約交渉成立。 

（日本赤十字社会計規則施行細則第36条） 
 

クリオスタット（CM1950 

OUVV）の購入 

（一式） 

⾧野赤十字病院 

事務部管財課 

⾧野県⾧野市 

若里五丁目 22 番 1 号 

2025年12月9日

株式会社上條器械店⾧

野支店  

⾧野県⾧野市栗田501-1 

￥5,401,000
入札不落後の随意契約交渉成立。 

（日本赤十字社会計規則施行細則第36条） 
 



2 階検査室エアコン設置に

伴う電源増設工事 

（一式） 

⾧野赤十字病院 

事務部管財課 

⾧野県⾧野市 

若里五丁目 22 番 1 号 

2025年12月9日

株式会社関電工⾧野支

店  

⾧野県⾧野市緑町1629-

32 

￥5,830,000

当該設備は特殊機器であるが、契約業者はその

性状を熟知し専門技術を有していることから、「契

約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該

当する。（日本赤十字社会計規則36条第4

項） 

 

地下厨房給湯配管改修

工事（一式） 

⾧野赤十字病院 

事務部管財課 

⾧野県⾧野市 

若里五丁目 22 番 1 号 

2025年12月19日

川本工業株式会社  

⾧野県⾧野市大字鶴賀

上千歳町1137-23 

￥9,636,000

契約業者は当院の設備構造を熟知しかつ適切な

施工のための知識・技術・人員を有しているととも

に、緊急性が高い本件において、最短かつ安価な

施工の実施が可能であることから、「契約の性質

又は目的が競争を許さない場合」に該当する。

（日本赤十字社会計規則36条第4項） 

 

A5 病棟浴室等給湯配管

盛替工事（一式） 

⾧野赤十字病院 

事務部管財課 

⾧野県⾧野市 

若里五丁目 22 番 1 号 

2025年12月22日

ひまわり産業  

⾧野県⾧野市豊野町豊

野1962-10 

￥1,267,200

契約業者は当院施設を熟知しており、他業者で

対応困難な工事であるため、「契約の性質又は

目的が競争を許さない場合」に該当する。（日本

赤十字社会計規則36条第4項） 

 

備考 

（１）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記

載した場合には予定調達総額を記載する。 

（２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。 

（３）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。 

 


